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ヴァイマル期ドイツにおける教養市民層と民衆教育

――教養市民層の「教養」理解への問題視角――

松 井 健 人

１ はじめに

本研究ノートは、ドイツにおける教養理念がどの

ような内実をもつものとして、当時の人々に理解さ

れていたのかを明らかにする、という目的にあたっ

ての分析視角の構築を課題とする。つまり、本稿は、

教養市民層に関する諸先行研究を整理し、教養市民

層の「教養」理解を問う視角を構築することを試み

る。その上で、教養市民層と非教養層（民衆）との

接点であった民衆教育（Volksbildung）が分析の対

象として求められることを指摘する。しかし、民衆

教育への本格的な考察は本稿ではなされない。その

ため、本稿は今後の研究にあたっての試論的な性格

をもつ研究ノートである。

行論は具体的に以下のように進められる。まず、

第二章において、教養市民層研究がいかなる視角の

もとで蓄積されていったのかを整理する（2-1節）。

そして、教養市民層がどのようにして形成されたも

のであったのか、つまり非教養層・民衆との差異は

どのようにして形成されてきたのかを明らかにする

（2-2節）。そこから本稿の課題である「教養市民層の

教養理解」が、従来の教養市民層研究において充分

に考察されていなかった事を指摘する（2-3節）。続

く第三章では、とくに教養市民層研究が進展してこ

なかったヴァイマル期からナチ期にかけての教養市

民を分析する。ヴァイマル期以降、大衆社会の発展

によって教養市民層の崩壊が進んでいたことを確認

し（3-1節）、教養市民層の教養理解の具体例として、

ヴァイマル期の教養市民であるＥ・Ｒ・クルティウ

スの著作にみられる「教養」理解を明らかにする（3-2

節）。そこでは、教養の未来が民衆教育に賭けられて

いることが判明する。最後に第四章では、教養市民

層が教育者として被教育者である民衆に関わってゆ

く民衆教育の在り方がどのようなものであったのか

を明らかにする。これによって、教養市民層の教養

理解を問う課題に対する分析対象として、民衆教育

という場が適切であることを示す。

２ 先行研究――ヴァイマル期までの教養

市民層――

教養市民層は、近代ドイツにおいて教養の担い手

としての性格をもつ市民層であった。本章で扱う教

養理念の担い手である教養市民層研究がなされてき

たのは、1980年代以降のドイツ歴史学においてで

あった。

2-1 教養市民層研究の概況

本節では、これまでの教養市民層研究がいかなる

観点からなされてきたのかを概観する 。

ひとえに、教養市民層研究は、ドイツにおける市

民層研究として出発したものであり、「近代ヨーロッ

パにおいてなぜドイツだけがナチズムに陥ったの

か」（＝「ドイツ特有の道（Sonderweg）」）という問

題関心が重要な位置を占めていた。

具体的には、市民社会の未熟さに「ドイツ特有の

道」の原因を求めた歴史家のユルゲン・コッカを始

めとしたビーレフェルト社会史研究グループによっ

て、教養市民層研究は進められた。ここで注意する

べきは、教養市民層（Bildungsburgertum）という概

念そのものが、後世の研究者によって導入された人

為的概念であるという点である 。

教養市民層研究を推進したビーレフェルト研究グ

ループは、森田直子の整理に基づくと、以下の三点

の特徴を持つものであった 。まず、教養市民層をは

じめとした市民層を実態的に把握する実証研究が目

指されたこと。二点目に、市民層に着目することで、

ドイツ近代社会の構造をも論じようとした点。そし

て、三点目として、国際比較を念頭において研究が

行われた点である。

結果として、ビーレフェルト社会史研究グループ

による市民層研究は、「ドイツ特有の道」論を撤回し
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ないまでも、ドイツ市民社会がナチズムにそのまま

変容するようなヨーロッパにおける特殊社会ではな

かった点などを明らかにした 。

一方で、ロータァ・ガル主催のもと、フランクフ

ルト研究グループによって、より実証的な教養市民

層研究が進展した。このフランクフルト研究グルー

プの特徴としては、都市に分析の主軸を置き、市民

と都市の関係性を問う点にあると同時に、住所録・

職業リスト・納税帳などを利用した数量的な歴史把

握をめざした点にある。

とはいえ、次節でみるように教養市民層研究にお

いても、「教養」をどのように位置づけるか、という

課題は残る。さらに、ビーレフェルト研究グループ

およびフランクフルト研究グループを始めとしたド

イツ社会史研究においては、「市民層」の内実をどの

ように解釈するかについても争われている 。

しかし、先に述べておくと「教養市民層とは何か」

という問いに対して、一義的な回答を行う事は困難

である。先行研究においては、教養市民層を、大学

卒業と国家資格とを併せ持つ学歴エリートとして読

み替ることが多かった。また、ビーレフェルト研究

グループの研究においても、不定形な集合概念とし

ての「市民」および「教養市民」が指摘される。一

方で、実体概念として「教養と財産」によって特徴

づけられる存在として捉えられてきた 。

本節では、ドイツ教養市民層研究の概況を確認し

た。次節では、教養市民層研究の成果に依拠し、い

かに教養市民が形成されてきたのかを確認したい。

2-2 教養市民層の形成について

本節では、教養市民層に関する先行研究に依拠し、

教養市民層の形成過程を確認する。

教養市民層の形成は、ドイツにおける大学制度の

成立と深く関係する。たとえば、ビーレフェルト研

究グループに属する歴史家のヤーラォッシュによれ

ば、教養市民層とは、高等教育を行う学校ないし総

合大学の卒業生からなる特殊ドイツ的な社会的形成

物である 。また、先駆的な教養市民層研究である

『ドイツ帝政時代の教養市民層』を著したフォンドゥ

ングも、教養市民層の特徴として、大学教育を受け

たことを重要な核となる基準として指摘する 。と

くに、1810年のベルリン大学設立を端緒とした大学

制度改革とフンボルト理念の誕生が重要であると言

われてきた 。なぜならば、教養理念と結びついた大

学の在り方が、ベルリン大学以外の諸大学に普及し

ていくことで、教養人あるいは教養層が、教養市民

層として大学教育をうけた者に限定されていく方向

性が形成されたのである 。つまり、教養理念が大学

制度と結びつくことで、教養理念は、フンボルト理

念に代表される生涯を通じての人格の多面的で調和

的な完成という思想を核心に据えることとなった。

同時に、その達成のためには大学において学問を積

むことが不可欠の前提とされた。このような教養理

念と大学制度の結びつきが、教養市民層に、閉鎖的

で排他的なエリート層としての性格を与える要因と

もなったのであった 。

具体的には、19世紀中に、教養市民層の特権を固

定すると同時に近代教育制度を構成するシステム群

――アビトゥーア試験と入学資格認定の標準化

（1810年）、大学入学資格国家試験（1804～1830年）、

中等学校教師の資格基準の導入（1812年）――が編

成されていった 。

大学の設立・ギムナジウムの特権化・大学卒業資

格と専門職国家試験との連動、こういった様々な教

育改革は、教養市民層を大学卒業者の一群として同

定することを容易にした。教養市民層に関する諸先

行研究が「教養」を「大学卒業資格」と同一視して

きたことには以上のような歴史的背景がある。

教養市民層は教育制度、とくに大学と強く結びつ

き、近代ドイツ社会において専門職として特権的な

地位を築き上げたのであった。ニッパーダイが指摘

するように、教養市民層（Bildungsburgertum）とは、

教育システム（Bildungssystem）を利用して支配的

な地位を得た市民層であったのである 。

2-3 課題の析出――教養市民層の「教養」理解

への問題視角――

しかし、それらを踏まえてもなお、先行研究に残

された課題を指摘することが出来る。すなわち、教

養は教養市民層自身にとって「どのように」理解さ

れてきたのか、が不明確な点である。つまり、「教養」

を外在的に規定しようとしたために、当の教養市民

層が何を「教養」として認識していたのか、が不明

確なままであった点である。

宮本直美も指摘するように、教養市民層研究は、

「教養」を大学卒業の「資格証明」として読み替える

ことがたびたびであった。かつ、その「教養＝資格

証明」が特権化されている社会構造の解明を研究の
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目的に据えて、対象時期として19世紀後半から20世

紀初頭を中心に研究が行われてきた 。

教養市民層研究は、その分析対象が19世紀という

教養市民層形成期～最盛期に偏ってきた。また、教

養市民層として一番同定しやすい大学教授職に研究

が集中した、という研究の偏りを指摘することがで

きる。それ故に、教養市民層衰退期とされるヴァイ

マル期以降の教養市民層の教養理解という課題は、

ほとんど問われてこなかった。

研究対象時期の偏りに関しては、教養市民層研究

を牽引したビーレフェルト研究グループの主な対象

時代が19世紀であったことが要因であろう。そして

大学教授を対象とした教養市民層研究に関しては、

教養あるいは陶冶は「利己性の高尚な形態」と成り

果てた、と指摘するリンガーの研究が有名である 。

しかし、このように教養を学歴のシグナルとして理

解するだけでは、教養が持っていた意味の幅広さを

捉えることができない 。

全体として、教養市民層研究は、個別の視点・集

団を扱い、研究を蓄積してきた 。しかし、教養理念

の内実を教養市民層に着目して再構成する試みはこ

れまでほとんどなかった。また、ヴァイマル期から

ナチ期への関心が、教養市民層研究において手薄で

あった。多くの教養市民層研究が対象とするのは「教

養」が学歴という「資格証明」によって特権化され

ている階層であり、対象時期が19世紀後半から20世

紀初頭のヴィルヘルム期に集中していた 。教養市

民層研究において、ナチ時代はそもそもの社会的前

提が違う、とのコッカの指摘の影響も考えられるだ

ろう 。

しかし、教養市民層はナチ時代においても残存し、

その影響力を発揮した。教養市民層とナチ時代を結

びつける研究も近年においてなされつつある 。と

はいえ、教養市民層研究は、これまでのドイツ社会

史研究と同様、「教養」を「大学卒業者・専門職従事

者」として理解して行われるものである 。また、教

養市民層と文化との強い結びつきも指摘されながら

も、肝心の「教養」が教養市民層当事者によってど

のように捉えられていたのかが不明確なままであっ

た 。

つまり、先行研究において、教養が教養市民層に

とってどのようにヴァイマル期からナチ期まで理解

されてきたのか、という問題関心が欠落していた 。

これを問うために、20世紀前半、とくにナチ時代

における教養理念および教養市民層の概況を再構成

する作業が必要となる。すなわち、本稿では「教養

市民層」を従来の教養市民層に関する先行研究と同

じく、「大学卒業資格をもち専門職に就いた市民」と

して同定する。その上で、本稿が問おうとするのは、

「教養市民層の教養理解」である。

３ ヴァイマル期における教養市民層

これまで、教養市民層に関する先行研究を概観し

た。教養市民層とは、教育（Bildung）制度を支配し、

教養（Bildung）という規範的理念と結びついた階層

であると言っても良いだろう。そして、20世紀とい

う時代に起こったのは、教育の大衆化に伴う教養市

民層の教育制度支配の瓦解と、その瓦解に伴う教養

理念の崩壊であった。

本章では、20世紀前半の教養市民層の教養理解を

考察するための予備的考察を行う。すなわち、ヴァ

イマル期からナチ期における教養市民層崩壊の様相

（3-1節）と同時期に表出した教養市民層らの教養に

対する危機感（3-2節）を確認する。

3-1 教養市民層崩壊の危機

教養市民は、行政と政治に対して、完全に他律的

であった。政治的イニシアチブを発揮しない、とい

う意味では、確かに教養市民層は非政治的な存在で

あった 。

そのような教養市民層が崩壊し始めるとされる時

期が、20世紀以降のドイツである。

20世紀の産業社会の進行とともに、教養市民層は

社会的身分としての終焉を迎えたとされる。ヴァイ

マル共和国のデモクラシーは、旧来特権的な経済的

身分および職業を保持しえた教養市民層を脅かすも

のとして受け取られた。ドイツ帝国からヴァイマル

共和国への移行は、端的には、教養市民層にとって

公務員職からの解雇を意味するものでもあったから

である 。それと同時に、1918年以降は、学費や職業

養成補助などの面で、「社会的弱者」の家庭に対して

も教育が拡大してゆく時代でもあった 。しかし

1930年時点においても、労働者階層の家庭の５パー

セント程度しか、ギムナジウムをはじめとした高等

教育機関に子弟を進学させることは叶わなかっ

た 。

近代化の進行により、教養市民層のつながりは薄
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れ、とくに1930年代以降解体が進んでいった。そし

て、社会主義、保守主義、民族主義を始めとした様々

な政治的方向性を教養市民層がとったために、教養

市民層の利益を代表しうる統一的組織がないまま、

ナチ時代に突入したのであった 。

また職業的側面においては、20世紀において、教

養市民階層が、サラリーマン（Angestellten）の登場

とともに、終焉を迎えたとされる 。

さらに、教育においても、教養市民層の覇権に陰

りが出始めていた。教養市民層研究においてもとく

に教授職・学生集団を研究するヤーラォッシュによ

れば、教養市民層にとっての危機として、次の三点

が挙げられる。つまり①学生数の急増、②工科大学

設立を始めとした学校制度の文化、③学生の出身階

層の広がりの三点である。上述のような様々な社会

的動揺に対して、20世紀における教養概念は、教養

それ自体を内容と切り離して価値あるものとみな

し、労働者階層と自身を区別する、というイデオロ

ギー的なものとして整理される 。

では、社会的・経済的な変化が、教養市民層にた

いしてどのような思想的・精神的影響を及ぼしたの

か。次節では、ヴァイマル時代の教養市民の一例と

して、Ｅ・Ｒ・クルティウスのナチ期直前の著作（『危

機に立つドイツ精神』原著1932年）を検討の遡上に

あげ、彼の教養への危機意識を確認する。

3-2 教養への危機意識――ヴァイマル期教養

市民クルティウスを例として――

これまで、「教養」がいかにドイツ近代史の中で所

有化（大学卒業資格の所有）され、資格化（専門職

の形成）されてきたのかを先行研究に依拠して確認

した。では、前節で検討した教養市民層の社会的崩

壊の兆しを前にして、ヴァイマル期教養市民層がど

のような教養への危機意識を持ったのかについて検

討する。

Ｅ・Ｒ・クルティウスはその著作『ヨーロッパ文

学とラテン中世』でも知られるように、まさしく人

文主義を身に着けた教養市民であり、教養市民層の

典型的な職業のうちの一つの大学教授（ボン大学）

でもあった。

では、彼はヴァイマル時代末期において、どのよ

うな意識を教養に対して抱いていたのか。クルティ

ウスの『危機に立つドイツ精神』の「教養の解体と

文化への憎悪」と題された文章の中で、ヴァイマル

時代末期の教養市民層の教養への危機意識をみるこ

とができる。

まず、クルティウスが指摘するのは、教養理念の

空洞化である。「ドイツ語のなかで教養という語ほど

使い古され、陳腐になったものは少ない。この語ほ

ど軽率な乱用がなされるものは少ない 。」と彼は指

摘する。つまり、「［教養は］もはや普遍的なものを

意味するのではなく、それを借りてドイツの文化が

われわれドイツ人に伝達される、社会学的に限定さ

れた形式を表示するにすぎない 」ものになったの

である。

クルティウスは、このような教養理念の崩壊の要

因を、社会階層の変動に見出す。つまり、以下の引

用に見られるように、教養理念の崩壊は社会階層の

変動によって起こったとされる。

この二、三十年間にドイツに起こった社会階層

の全面的な変動は、伝統的な教養理念

（Bildungsideal）の根幹を揺るがした。その結

果、これまでの教養理念の妥当性に対して深刻

な疑問が投げかけられた。たしかに成人教育や

民衆教育の分野で有望な試みがないわけではな

い。しかしわれわれの物質的困窮はそれらの試

みが開花することを許さない。ドイツの労働者

にもゲーテの教養世界はおそらく与えるものが

あるだろう。しかしその教養世界（Bildungs-

welt）は適切な形で彼らに伝達されることがな

い。ちなみに、これは労働者階級だけの問題で

はない。それはドイツ民族のあらゆる階層の問

題でもある 。

労働者階層に対しては、教養世界は伝達されない。

教養市民層と労働者との階級の断絶に、クルティウ

スは教養の崩壊をみると同時に、物質的困窮による

教養理念の伝達不可能性を見いだしている。では、

クルティウスは教養に対してどのような診断を下す

のか、ほとんど絶望的ともいえる教養理念の無力

性・不可能性を彼は記す。

この人格の発展は今日の状況ではもはや可能で

ないばかりか、まったく養成されもしない。人

格の発展は孤立をもたらし、社会の無力化を意

味するからである。シュプレヒコールと突撃隊

の時代には、ファウストとヴィルヘルム・マイ
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スターはその権利を失った 。

このように、クルティウスの教養に関する意識は、

まさに教養の崩壊を予期する危機意識であった。教

養市民クルティウスは、普遍的な理念であったはず

の教養が陳腐化し、社会階層の断絶のため伝達不可

能なものとなり、労働者運動（左派のシュプレヒコー

ルと右派の突撃隊）渦まく現代では無意味なものと

成り果てた、と判断する。

以後の行論において重要な点は、物質的困窮のた

めにほとんど不可能視されているにせよ、クルティ

ウスが、民衆教育（Volksbildung）に一縷の望みを

かけている点である 。では、「民衆教育の分野」で

の「有望な試み」とは何だったのか。

４ ヴァイマル期ドイツ民衆教育――教養

市民と民衆との交差――

ドイツ民衆教育は、ドイツ帝国誕生と軌を一にす

る。すなわち、1871年の民衆教育普及協会（Gesell-

schaft fur Verbreitung von Volksbildung）の誕生

に、ドイツ民衆教育の端緒が帰せられる。1891年の

ヨハネス・テウスの協会事務局長就任により、知識

階級・教養層の参加が進行した。協会の全国的な教

育活動の展開によって、下層民衆を対象とし、教養

市民層が実質的な担い手となる民衆教育が成立し

た。その民衆教育は文化財の伝達、民衆大学、民衆

図書館といった形で展開した 。つまり、ドイツ民衆

教育は、教養市民層が主体的に参加し、民衆を被教

育者として文化財の伝達を始めとした教育活動を行

うものであった。

民衆教育活動は、第一次世界大戦を経て、ヴァイ

マル共和国期になると、ますます盛んになった。た

とえば、ヴァイマル憲法第148条において、以下のよ

うに民衆教育が記述されている。

全ての学校においては、道徳的教養（sittliche
 

Bildung）、公民的信念、人格的そして職業的能

力を、ドイツ民族の精神とドイツ民族の和解の

精神において、獲得するように努めなければな

らない。公立学校の教育において留意されるべ

き事は、思想を異にする者を傷つけないことで

ある。公民教育と労働教育は、学校の教科とす

る。各生徒は、義務教育修了の際に、憲法の冊

子を一冊受け取る。民衆大学を含む民衆教育

（Volksbildung）は、国家、州、地方自治体によっ

て振興されなくてはならない 。

このように、ヴァイマル憲法において、民衆教育が

振興・推奨されていたことがわかる。ヴァイマル憲

法は、両親の自然権としての教育権の承認や教育に

おいて母語を使用する権利の承認など、教育上重要

な規定を多く含む、教育条項に大きい比重をかけた

憲法であった 。では、ヴァイマル期において民衆教

育はどのような様相を呈したのか。

ヴァイマル期の民衆教育の特徴は、「新方向（neue
 

Richtung）」の登場に代表される。「新方向」とは、

ロベルト・フォン・エルトベルク（Robert von Erd-

berg）を始めとした教育者らによるホーエンロー

ター同盟 （Hohenrodter Bund）によって提唱され

た民衆教育の理念である。

新方向」の理念は、1871年に設立された民衆教育

普及協会の「旧路線」に対する対抗理念として誕生

した。「旧路線」の理念に基づく民衆教育は普及的、

あるいは外面的な民衆教育であるとホーエンロー

ター同盟によって批判された。これに対して、「新方

向」は、形成的（gestaltend）あるいは集約的（inten-

siv）民衆教育として性格づけられる 。

旧路線と「新方向」の最大の差異として、教育方

法の違いを挙げることができる。「新方向」は、教養

階層と非教養階層に断絶したドイツ国民を、結合さ

せることを目指すものであった。それゆえ、「学習共

同体」における共同学習によって、人格「形成的」

かつ「集約的」民衆教育が行われ、同一の言語や歴

史を有する国民としての自覚ひいては精神的連帯意

識を醸成することが、「新方向」においては求められ

た 。「新方向」の特徴は、ヴァイマル期という混乱

期にあって、民衆＝民族共同体（Volksgemein-

schaft）という形での連帯を求めようとした点にあ

る 。また、旧方向の教育は、知識の普及をめざし、

講座や講演会を教育方法の主要な手段として用いた

が、新方向は、小集団の学習形態を主とした 。

すなわち、「新方向」は、民族的民衆教育を提唱す

るものであり、民衆（Volk）を民族（Volk）にする

ことを目標とした 。教養層と非教養層に二分され

た階層的分断状況を解決し、一つのVolk（民族）と

してナショナルに教養層と非教養層を併合すること

が、「新方向」の目的であったのである 。とはいえ、
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このホーエンローター同盟が目指した民衆＝民族共

同体の構想は、ナチ時代に経済的・政治的側面の双

方からつよい制約を受け失敗した 。

ヴァイマル期において民衆教育が振興される一方

で教養市民層と民衆層をめぐって亀裂が表れていた

ことも事実である。一例として、民衆教育の一分野

である民衆図書館が指摘される。たとえば、「本来、

最下層の人々のために想定されたことが、比較的高

い層の人々へ、あるいはそもそも上層部の人々のた

めのものになってしまった 」という指摘に顕れる

ように、教養市民層が主体となった民衆図書館によ

る教育が、対象である民衆そのものに届いていない

という問題点があった 。つまり、ナチ期に至るま

で、依然として民衆教育をめぐる教養市民層と非教

養層の亀裂・分断が続いていたのである 。同時に

ヴァイマル期において、民衆教育は民族形成（Volk-

Bildung）を目指すものとして活況を呈した 。

有望な試み」でもあった民衆教育は、必ずしも成

功したものではなかった。そして、教養市民層と民

衆を結ぶ民衆教育の目標には、後の時代になって民

族主義的な意味として称揚される「民衆＝民族共同

体（Volksgemeinschaft）」が掲げられていた。

５ 終わりに

本稿は、教養市民層研究を概観し、その研究群に

おいて、「教養」が大学卒業の「資格証明」として読

み替える傾向にあったことを明らかにした（第二

章）。故に、教養市民層自身がどう「教養」を捉えて

いるのか、つまり教養市民層の「教養」理解を明ら

かにする視点がこれまでの研究では十分でなかった

ことを指摘した（第三章）。その上で、教養市民層の

「教養」理解を問うためには、教養市民層が教育者と

して非教養層・民衆層に働きかけていくヴァイマル

期の民衆教育活動が考察されるべきであることを示

した（第四章）。

しかし、本稿は教養市民層の教養理解、という課

題の析出に対して、教養市民層の教養理解が実践的

に展開される場として民衆教育を指摘するにとどま

る。今後の課題は、この民衆教育という歴史的文脈

を踏まえながら、より直接的に教養市民層の教養理

解を明らかにしてゆくことである。民衆教育に携わ

る教養市民層が、教養を持たない民衆層と交わると

き、「教養」の位置価（Stellenwert）は厳しく問い直

されていくであろう。

教育に関わる理念を、事後的に構成される解釈枠

組みに基づいて考察するのではなく、同時代の歴史

的文脈に位置づけて検討することが求められてい

る 。本稿は教養市民層の教養理解が鮮明となる場

として民衆教育を選定することで、教養理念の実際

の展開・内実を明らかにするための視角を構築する

試みであった。

【付記】

本稿は、東京大学大学院教育学研究科総合教育科学

専攻基礎教育学コース提出の修士学位論文「ナチ・

ドイツにおける教養市民と教養理念 ―教養市民と

しての図書館専門職の教養理念解読の試み―」（2017

年）の第Ⅰ部第２章２節、第２章３節、第２章４節

そして第 部第１章２節、第２章１節を削除・加筆

修正したものである。
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